様式第１２号（第５条関係）
	交付決定前着手届

令和８年４月１５日　

　

　（宛先）秋田県知事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　　　所　　秋田市山王３－１－１
商号または名称　　株式会社秋田県　
氏　　　　　名　　代表取締役　秋田花子
　下記の補助事業等について、別記条件を了承の上、補助金等交付決定前に着手したいので、届け出ます。

　１　補助金等の名称　　　　　海外展開支援事業費補助金（一般枠）

　２　補助事業等の種類　　　　見本市等出展事業
　３　補助事業等実施年度　　　令和８年度
　４　着手予定年月日　　　　　令和８年４月１５日
　５　完了予定年月日　　　　　令和９年３月３１日
　６　交付決定前着手を必要とする理由

　　　本事業の骨格をなす○○見本市への出展について、出展申込みが４月２０日締め切りであることから、やむを得ず交付決定前に事業着手する必要があります。


	

	別記条件

　１　補助金等の交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した

　　事業に損失等が生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担すること。

　２　補助事業等の審査により不採択となった場合、補助金等の交付を受けることができ

　　ないことについて了承すること。

　３　当該事業については、着手から交付決定を受ける期間内において、事業計画の変更

　　を行わないこと。
	


